
令和６年度介護報酬改定説明 
令和６年３月 14日（木）15：00～16：15 

 

訪問介護 
 

 

１．主な事項の概要 

２．改定事項 

３．共通事項 

 



今回の報酬改定の特徴 
令和６年４月から 

介護保険料が変わります 

 

令和６年６月から 

医療系サービスの報酬改定が始まります 

 

令和６年８月から 

介護保険負担限度額が見直されます 

 

医療と介護の連携をさらに推進する報酬体系となっています 





【訪問介護】

１.（２）① 訪問介護における特定事業所加算の見直し①

概要
○ 訪問介護における特定事業所加算について、看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や中山間地域等で継

続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から以下の見直しを行う。
ア 看取り期における対応を適切に評価する観点から、重度者対応要件として、「看取り期にある者」に関する要

件を新たに追加する。
イ 中山間地域等において、地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざ

るを得ない場合があることから、利用者へ継続的なサービスを行っていることについて新たに評価を行う。
ウ 重度要介護者等への対応における現行要件について、実態を踏まえ一部の現行区分について見直し等を行う。
【告示改正】

単位数

＜現行＞

特定事業所加算（Ⅰ） 所定単位数の20％を加算

特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数の10％を加算

特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位数の10％を加算

特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の 5％を加算

特定事業所加算（Ⅴ） 所定単位数の 3％を加算

＜改定後＞

特定事業所加算（Ⅰ） 所定単位数の20％を加算

特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数の10％を加算

特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位数の10％を加算

特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の 5％を加算 （廃止）

特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の 3％を加算 （変更）

特定事業所加算（Ⅴ） 所定単位数の 3％を加算 （新設）
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１.（２）① 訪問介護における特定事業所加算の見直し②
算定要件等

（※）：加算（Ⅰ）・（Ⅲ）については、重度者等対応要件を選択式とし、(13）または（14）を満たす場合に算定できることとする。また、(14)を選択する場合には（６）を併せて満たす必要がある。

報酬区分 ▶ 現行の(Ⅳ)を廃止し、現行の(Ⅴ)を(Ⅳ)に、(Ⅴ)を新設
算定要件 ▼ 現行の(６)を(１)に統合、(６)、(７)、(８)、(14)を新設、現行の(12)を削除

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)
廃止

(Ⅴ)
→(Ⅳ)

20% 10% 10% 5% ３%

体
制
要
件

（１）訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
（２）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
（３）利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
（４）健康診断等の定期的な実施
（５）緊急時等における対応方法の明示

〇 ○ ○
○

※(1)
除く

〇

（６）サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施 ⇒【（１）へ統合】 ○

（６）病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、
必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研
修の実施等

○(※) ○(※)

（７）通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること

（８）利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が
起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること

人
材
要
件

（９）訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護
職員基礎研修課程修了者及び１級課程修了者の占める割合が100分の50以上 ○ ○

（10）全てのサービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は５年以上の実務経験を有する実務者研
修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者 ○ ○

（11）サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１人以上配置して
いること ⇒【Ⅲ・Ⅳに追加】 ○ ○ 〇

（12）訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が100分の30以上であること⇒【Ⅲに追加】 ○ ○

重
度
者
等
対
応
要
件

（13）利用者のうち、要介護４、５である者、日常生活自立度（Ⅲ、Ⅳ、M）である者、たんの吸引等を必要とする者の
占める割合が100分の20以上 ○ ○

（12）利用者のうち、要介護３～５である者、日常生活自立度（Ⅲ、Ⅳ、M）である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の60
以上 ⇒【削除】 ○

（14）看取り期の利用者への対応実績が１人以上であること（併せて体制要件(6)の要件を満たすこと） ○(※) ○(※)

(Ⅴ)
新設

3%

○

〇

〇

又は

又は 又は

又は

又は
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注１：別区分同士の併算定は不可。
ただし、(Ⅴ)とそれぞれの加算は併算定可。

注２：加算（Ⅰ）・（Ⅲ）については、重度者等対応要件を選択式とし、
(13）または（14）を満たす場合に算定できることとする。また、
(14)を選択する場合には（６）を併せて満たす必要がある。

注３：(Ⅴ）は特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは併算定不可。（※２）医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

算定要件
現行の(６)を(１)に統合、(６)、(７)、(８)、(14)を新設、

現行の(12)を削除

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅴ)

20% 10% 10% ３% ３％

体
制
要
件

（１）訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に
基づく研修の実施

（２）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝
達等を目的とした会議の定期的な開催

（３）利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
（４）健康診断等の定期的な実施
（５）緊急時等における対応方法の明示

○ ○ ○ ○ ○

（６）病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携によ り、
24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて 訪問
介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応 方針の
策定、看取りに関する職員研修の実施等

○
(注2)

○
(注2)

（７）通常の事業の実施地域内であって中山間地域等（※1）に居住す
る者に対して、継続的にサービスを提供していること

○

（８）利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に
応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり随時
介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直し
を行っていること

○

人
材
要
件

（９）訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が30％以上、又は介
護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職員基礎研修課程修了者
及び1級課程修了者の占める割合が50％以上

○ ○

（10）全てのサービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する介護福
祉士、又は５年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職
員基礎研修課程修了者・１級課程修了者

○ ○

（11）サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数
の常勤のサービス提供責任者を１人以上配置していること

○ ○

（12）訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合
が100分の30以上であること

○ ○

重
度
者
等
対
応
要
件

（13）利用者のうち、要介護４、５である者、日常生活自立度（Ⅲ、Ⅳ、
M）である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上

○ ○

（14）看取り期の利用者（※2）への対応実績が1人以上であること
（併せて体制要件(6)の要件を満たすこと）

○
(注2)

○
(注2)

（Ⅴ）＋3％
＜体制要件＞

（１）＋（２）＋（３）＋（４）＋（５）+（７）＋（８）

＆

（※１）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算と同様の対象地域

人材要件
（９）

＋
（10）

重度者等
対応要件
（13）

or
（14）

（Ⅰ）
＋20％

＜体制要件＞
（１）＋（２）＋（３）＋（４）＋（５）＋（６）

［各区分ごとの算定イメージ］

人材要件
（９）

or
（10）

（Ⅱ）
＋10％

人材要件
（11）

or（12）

（Ⅳ）
＋３％

人材要件
（11）

or（12）

重度者等
対応要件
（13）

or
（14）

（Ⅲ）
＋10％

又は 又は

１.（２）① 訪問介護における特定事業所加算の見直し③

又は 又は

又は
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師
�
看
護
職
員
�
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
職
員
又
は
当

該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
と
密
接
な
連
携
を
確
保
で
き
る
範
囲
内

の
距
離
に
あ
る
病
院
�
診
療
所
又
は
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
�
シ
�

ン
の
職
員
に
限
る
�
�
�
訪
問
介
護
員
等
�
介
護
支
援
専
門
員
そ

祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
�
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四

十
九
号
�
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
必
要
と
す
る
者
�
当
該
指
定

訪
問
介
護
事
業
所
が
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
七

条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
�
�
の
占
め
る
割
合
が

百
分
の
二
十
以
上
で
あ
る
こ
と
�

�
新
設
�

�
新
設
�



参
考
22
�
１

の
他
の
職
種
の
者
に
よ
る
協
議
の
上
�
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業

所
に
お
け
る
看
取
り
の
実
績
等
を
踏
ま
え
�
適
宜
�
看
取
り
に
関

す
る
対
応
方
針
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
�

d

看
取
り
に
関
す
る
職
員
研
修
を
行
�
て
い
る
こ
と
�

e

前
年
度
又
は
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
三
月
間
に
お
い
て
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
が
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
�

ⅰ

医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回

復
の
見
込
み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
�

ⅱ

看
取
り
期
に
お
け
る
対
応
方
針
に
基
づ
き
�
利
用
者
の
状
態

又
は
家
族
の
求
め
等
に
応
じ
�
訪
問
介
護
員
等
か
ら
介
護
記
録

等
利
用
者
に
関
す
る
記
録
を
活
用
し
行
わ
れ
る
サ
�
ビ
ス
に
つ

い
て
の
説
明
を
受
け
�
同
意
し
た
上
で
サ
�
ビ
ス
を
受
け
て
い

る
者
�
そ
の
家
族
等
が
説
明
を
受
け
�
同
意
し
た
上
で
サ
�
ビ

ス
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
�
�
で
あ
る
こ
と
�

ロ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅱ)

イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

に
も
適
合
し
�
か
つ
�
⑸
又
は
⑹
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
�

ロ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅱ)

イ
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず

れ
に
も
適
合
し
�
か
つ
�
⑸
又
は
⑹
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
�

ハ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅲ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

こ
と
�

⑴

イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
及
び
⑺
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

こ
と
�

⑵

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
�

㈠

指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
配
置

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
常
勤
の
サ
�
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
二
人
以

下
の
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
で
あ
�
て
�
同
項
の
規
定
に
よ
り
配
置

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
サ
�
ビ
ス
提
供
責
任
者
を
常
勤
に
よ
り
配

置
し
�
か
つ
�
同
項
に
規
定
す
る
基
準
を
上
回
る
数
の
常
勤
の
サ
�

ビ
ス
提
供
責
任
者
を
一
人
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
�

㈡

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
の
総
数
の
う
ち
�
勤
続

年
数
七
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ

と
�

ハ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅲ)

イ
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
及
び
⑺
に
掲
げ
る
基
準

の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
�

�
新
設
�

�
新
設
�

ニ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅳ)

イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
及
び
ハ
⑵
に
掲
げ
る
基
準

ニ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅳ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
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�
１の

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
�

�
削
る
�

�
削
る
�

�
削
る
�

�
削
る
�

こ
と
�

⑴

イ
の
⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と

�
⑵

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
全
て
の
サ
�
ビ
ス
提
供
責
任
者
に
対
し
�

サ
�
ビ
ス
提
供
責
任
者
ご
と
に
研
修
計
画
を
作
成
し
�
当
該
計
画
に
従

い
�
研
修
�
外
部
に
お
け
る
研
修
を
含
む
�
�
を
実
施
又
は
実
施
を
予

定
し
て
い
る
こ
と
�

⑶

指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
配
置
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
常
勤
の
サ
�
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
二
人
以
下
の

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
で
あ
�
て
�
同
項
の
規
定
に
よ
り
配
置
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
サ
�
ビ
ス
提
供
責
任
者
を
常
勤
に
よ
り
配
置
し
�
か

つ
�
同
項
に
規
定
す
る
基
準
を
上
回
る
数
の
常
勤
の
サ
�
ビ
ス
提
供
責

任
者
を
一
人
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
�

⑷

前
年
度
又
は
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
三
月
間
に
お
け
る
利
用
者
の

総
数
の
う
ち
�
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三
�
要
介
護
四
又
は
要
介

護
五
で
あ
る
者
�
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
若
し

く
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
で
あ

る
者
並
び
に
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
一
条
各
号

に
掲
げ
る
行
為
を
必
要
と
す
る
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
六
十
以
上

で
あ
る
こ
と
�

ホ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅴ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

こ
と
�

⑴

�
略
�

⑵

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
係
る
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
�
指
定
居

宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
二
十
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
通
常
の
事
業
の

実
施
地
域
を
い
う
�
�
の
範
囲
内
で
あ
�
て
�
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
中
山
間
地
域
等
の
地
域
�
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十

三
号
�
第
二
号
に
規
定
す
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
利
用
者
に
対
し
て

�
継
続
的
に
指
定
訪
問
介
護
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
�
当
該
利
用
者
の

居
宅
の
所
在
地
と
最
寄
り
の
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
と
の
間
の
距
離
が

七
キ
ロ
メ
�
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
限
る
�
�
�

ホ

特
定
事
業
所
加
算
(Ⅴ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

こ
と
�

⑴

�
略
�

⑵

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
の
総
数
の
う
ち
�
勤
続
年

数
七
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
�
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�
１⑶

利
用
者
の
心
身
の
状
況
又
は
そ
の
家
族
等
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化

に
応
じ
�
随
時
�
訪
問
介
護
員
等
�
サ
�
ビ
ス
提
供
責
任
者
そ
の
他
の

関
係
者
が
共
同
し
�
訪
問
介
護
計
画
�
指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第

二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
計
画
を
い
う
�
�
の
見
直
し

を
行
�
て
い
る
こ
と
�

�
新
設
�

三
の
二

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
訪
問
介
護
事
業
所
と
同
一
の
敷
地
内
若
し
く

は
隣
接
す
る
敷
地
内
の
建
物
若
し
く
は
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
と
同
一
の
建

物
�
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
�
同
一
敷
地
内
建
物
等
�
と
い
う
�
�
に
居
住

す
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定
訪
問
介
護
を
行
う
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
基

準
正
当
な
理
由
な
く
�
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
�
算
定
日
が
属
す

る
月
の
前
六
月
間
に
提
供
し
た
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
総
数
の
う
ち
�
同
一

敷
地
内
建
物
等
に
居
住
す
る
利
用
者
に
提
供
さ
れ
た
も
の
の
占
め
る
割
合
が

百
分
の
九
十
以
上
で
あ
る
こ
と
�

�
新
設
�

三
の
三

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
口
腔く

う

連
携
強
化
加
算
の
基
準

イ

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
従
業
者
が
利
用
者
の
口
腔く

う

の
健
康
状
態
に
係

る
評
価
を
行
う
に
当
た
�
て
�
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
�
平
成
二
十
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
�
別
表
第
二
歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
�
以
下

�
歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
�
と
い
う
�
�
の
区
分
番
号
Ｃ
０
０
０
に
掲
げ

る
歯
科
訪
問
診
療
料
の
算
定
の
実
績
が
あ
る
歯
科
医
療
機
関
の
歯
科
医
師

又
は
歯
科
医
師
の
指
示
を
受
け
た
歯
科
衛
生
士
に
相
談
で
き
る
体
制
を
確

保
し
�
そ
の
旨
を
文
書
等
で
取
り
決
め
て
い
る
こ
と
�

ロ

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
�

⑴

他
サ
�
ビ
ス
の
介
護
事
業
所
に
お
い
て
�
当
該
利
用
者
に
つ
い
て
�

栄
養
状
態
の
ス
ク
リ
�
ニ
ン
グ
を
行
い
�
口
腔く

う

・
栄
養
ス
ク
リ
�
ニ
ン

グ
加
算
(Ⅱ)
を
算
定
し
て
い
る
場
合
を
除
き
�
口
腔く

う

・
栄
養
ス
ク
リ
�

ニ
ン
グ
加
算
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
�

⑵

当
該
利
用
者
に
つ
い
て
�
口
腔く

う

の
健
康
状
態
の
評
価
の
結
果
�
居
宅

療
養
管
理
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
歯
科
医
師
が
判
断
し
�
初
回
の
居
宅

療
養
管
理
指
導
を
行
�
た
日
の
属
す
る
月
を
除
き
�
指
定
居
宅
療
養
管

理
指
導
事
業
所
が
歯
科
医
師
又
は
歯
科
衛
生
士
が
行
う
居
宅
療
養
管
理

�
新
設
�



概要

○ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。
ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、

指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。【省令改正】また、身体的拘束等の適正化のための措置が講
じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は
他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと
とし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録することを義務付ける。【省令改正】

【ア：短期入所系サービス★、多機能系サービス★、イ：訪問系サービス★、通所系サービス★、福祉用具貸与★、
特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】

１．（６）② 身体的拘束等の適正化の推進①

基準

○ 短期入所系サービス及び多機能系サービスの運営基準に以下の措置を講じなければならない旨を規定する。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

○ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定
する。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならないこと。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならないこと。
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【訪問介護、訪問入浴介護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】

１.（７）① 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し

概要
○ 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算について、認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの者に

対して適切に認知症の専門的ケアを行うことを評価する観点から、利用者の受入れに関する要件を見直す。
【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位/日※ 変更なし
認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位/日※ 変更なし

※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護（Ⅱ）については、認知症専門ケア加算（Ⅰ）90単位/月、認知症専門ケア加算（Ⅱ）120単位/月

算定要件等

＜認知症専門ケア加算（Ⅰ）＞
ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の２分の１以上
イ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は１以上、

20人以上の場合は１に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

＜認知症専門ケア加算（Ⅱ）＞
ア 認知症専門ケア加算（Ⅰ）のイ・エの要件を満たすこと
イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
エ 認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
オ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定
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＋

○ 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介
護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する。（新設）

○ 事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診
療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対
応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

必要に応じ
て相談

２.（１）⑮ 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

概要
○ 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び定期巡回・随時対応

型訪問介護看護において、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実
施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実
施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算を設ける。
【告示改正】

単位数
＜現行＞ ＜改定後＞

なし 口腔連携強化加算 50単位/回（新設）
※１月に１回に限り算定可能

【訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護】

算定要件等

看護師、リハビリテーション専門職、介護職員等

情報提供

介護支援専門員
連携歯科医療機関

訪問系サービス、短期入所系サービス事業者

口腔の健康
状態の評価 歯科医療機関
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３.（１）① 介護職員の処遇改善①

概要
○ 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよう

加算率の引上げを行う。
○ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進

する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算につい
て、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な

要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。 【告示改正】

【訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーショ
ン★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模多
機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

単位数

サービス区分
介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
訪問入浴介護★ 10.0% 9.4% 7.9% 6.3%
通所介護・地域密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%
通所リハビリテーション★ 8.6% 8.3% 6.6% 5.3%
特定施設入居者生活介護★・地域密着型特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%
認知症対応型通所介護★ 18.1% 17.4% 15.0% 12.2%
小規模多機能型居宅介護★・看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%
認知症対応型共同生活介護★ 18.6% 17.8% 15.5% 12.5%
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★ 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
介護老人保健施設・短期入所療養介護 （介護老人保健施設）★ 7.5% 7.1% 5.4% 4.4%
介護医療院・短期入所療養介護 （介護医療院）★・短期入所療養介護（病院等)★ 5.1% 4.7% 3.6% 2.9%

※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。加算率はサービス毎の介護
職員の常勤換算職員数に基づき設定。

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改
定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる。 107
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３.（１）① 介護職員の処遇改善②

算定要件等
○ 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
○ 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の１/２以上を月額賃金の改善に充て

ることを要件とする。
※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増

加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その２/３以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

※：加算率は訪問介護のものを例として記載。

対応する現行の加算等（※） 新加算の趣旨

ৗ
ਸ

␟
ஂ
૧

৩
ಉ
૪


ఒ
ਸ

␠

Ⅰ 新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。

• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること（訪問介護の場合、介護福祉士30%以上）

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅰ）
【6.3%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

事業所内の経験・
技能のある職員を
充実

Ⅱ 新加算（Ⅲ）に加え、以下の要件を満たすこと。

• 改善後の賃金年額440万円以上が１人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7%】

b. 特定処遇加算（Ⅱ）
【4.2%】

c. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進

Ⅲ 新加算（Ⅳ）に加え、以下の要件を満たすこと。

• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

a. 処遇改善加算（Ⅰ）
【13.7％】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備

Ⅳ • 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2%）以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善（職場環境等要件）【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等

a. 処遇改善加算（Ⅱ）
【10.0%】

b. ベースアップ等支援加算
【2.4%】

介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等

既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字加算率（※）

【14.5%】

【18.2%】

【22.4%】

【24.5%】

新加算（Ⅰ～Ⅳ）は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に
重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。）

108



参
考
22
�
１

ロ

�
略
�

ロ

�
略
�

四

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
基
準

イ

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適

合
す
る
こ
と
�

⑴

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
�
退
職
手
当
を
除
く
�
�
の
改
善

�
以
下
�
賃
金
改
善
�
と
い
う
�
�
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
�
賃
金

改
善
に
伴
う
法
定
福
利
費
等
の
事
業
主
負
担
の
増
加
分
を
含
む
こ
と
が

で
き
る
�
以
下
同
じ
�
�
が
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
見
込
額

以
上
と
な
る
賃
金
改
善
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
�
当
該
計
画
に
基
づ

き
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
�

⑵
�
⑻

�
略
�

ロ
・
ハ

�
略
�

四

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
基
準

イ

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適

合
す
る
こ
と
�

⑴

介
護
職
員
の
賃
金
�
退
職
手
当
を
除
く
�
�
の
改
善
�
以
下
�
賃
金

改
善
�
と
い
う
�
�
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
�
賃
金
改
善
に
伴
う
法

定
福
利
費
等
の
事
業
主
負
担
の
増
加
分
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
�
以
下

同
じ
�
�
が
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
見
込
額
を
上
回
る
賃
金

改
善
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
�
当
該
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を

講
じ
て
い
る
こ
と
�

⑵
�
⑻

�
略
�

ロ
・
ハ

�
略
�

四
の
二

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
基
準

イ

介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

に
も
適
合
す
る
こ
と
�

⑴

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
つ
い
て
�
賃
金
改
善
に
要

す
る
費
用
の
見
込
額
が
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
見
込

額
以
上
と
な
り
�
か
つ
�
介
護
福
祉
士
で
あ
�
て
経
験
及
び
技
能
を
有

す
る
介
護
職
員
と
認
め
ら
れ
る
者
�
以
下
�
経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護

職
員
�
と
い
う
�
�
の
う
ち
一
人
は
�
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見

込
額
が
月
額
八
万
円
以
上
又
は
賃
金
改
善
後
の
賃
金
の
見
込
額
が
年
額

四
百
四
十
万
円
以
上
で
あ
る
賃
金
改
善
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
�
当

該
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
�

�
削
る
�

�
削
る
�

四
の
二

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
基
準

イ

介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
(Ⅰ)

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

に
も
適
合
す
る
こ
と
�

⑴

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
つ
い
て
�
次
に
掲
げ
る
基

準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
�
か
つ
�
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込

額
が
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
見
込
額
を
上
回
る
賃
金

改
善
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
�
当
該
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を

講
じ
て
い
る
こ
と
�

㈠

介
護
福
祉
士
で
あ
�
て
�
経
験
及
び
技
能
を
有
す
る
介
護
職
員
と

認
め
ら
れ
る
者
�
以
下
�
経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
�
と
い
う

�
�
の
う
ち
一
人
は
�
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
が
月
額

八
万
円
以
上
又
は
賃
金
改
善
後
の
賃
金
の
見
込
額
が
年
額
四
百
四
十

万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
�
た
だ
し
�
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加

算
の
算
定
見
込
額
が
少
額
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
�
当

該
賃
金
改
善
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
�

㈡

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護
職
員



参
考
22
�
１

�
削
る
�

�
削
る
�

⑵
�
⑻

�
略
�

ロ

�
略
�

の
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
平
均
が
�
介
護
職
員
�
経

験
・
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
を
除
く
�
�
の
賃
金
改
善
に
要
す
る
費

用
の
見
込
額
の
平
均
を
上
回
�
て
い
る
こ
と
�

㈢

介
護
職
員
�
経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
を
除
く
�
�
の
賃
金

改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
平
均
が
�
介
護
職
員
以
外
の
職
員

の
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
平
均
の
二
倍
以
上
で
あ
る

こ
と
�
た
だ
し
�
介
護
職
員
以
外
の
職
員
の
平
均
賃
金
額
が
介
護
職

員
�
経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
を
除
く
�
�
の
平
均
賃
金
額
を

上
回
ら
な
い
場
合
は
そ
の
限
り
で
な
い
こ
と
�

㈣

介
護
職
員
以
外
の
職
員
の
賃
金
改
善
後
の
賃
金
の
見
込
額
が
年
額

四
百
四
十
万
円
を
上
回
ら
な
い
こ
と
�

⑵
�
⑻

�
略
�

ロ

�
略
�

四
の
三

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
�
ス
ア
�
プ
等
支
援
加
算
の

基
準次

に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
�

イ

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
つ
い
て
�
賃
金
改
善
に
要
す

る
費
用
の
見
込
額
が
介
護
職
員
等
ベ
�
ス
ア
�
プ
等
支
援
加
算
の
算
定
見

込
額
以
上
と
な
り
�
か
つ
�
介
護
職
員
及
び
そ
の
他
の
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
三
分
の
二
以
上
を
基
本

給
又
は
決
ま
�
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
に
充
て
る
賃
金
改
善
に
関
す
る

計
画
を
策
定
し
�
当
該
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と

�
ロ
�
ヘ

�
略
�

四
の
三

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
ベ
�
ス
ア
�
プ
等
支
援
加
算
の

基
準次

に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
�

イ

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
つ
い
て
�
賃
金
改
善
に
要
す

る
費
用
の
見
込
額
が
介
護
職
員
等
ベ
�
ス
ア
�
プ
等
支
援
加
算
の
算
定
見

込
額
を
上
回
り
�
か
つ
�
介
護
職
員
及
び
そ
の
他
の
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
三
分
の
二
以
上
を
基
本
給

又
は
決
ま
�
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
に
充
て
る
賃
金
改
善
に
関
す
る
計

画
を
策
定
し
�
当
該
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
�

ロ
�
ヘ

�
略
�

四
の
四

訪
問
入
浴
介
護
費
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
防
止
措
置
未
実
施
減
算
の

基
準指

定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
指
定
居
宅

サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
三
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
�

�
新
設
�

四
の
五

訪
問
入
浴
介
護
費
に
お
け
る
業
務
継
続
計
画
未
策
定
減
算
の
基
準

指
定
居
宅
サ
�
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
指
定
居
宅

�
新
設
�



【訪問介護】

４.（１）① 訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し①

概要
○ 訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間

や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一
建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。
【告示改正】

単位数・算定要件等

＜現行＞ ＜改定後＞
減算の内容 算定要件

①10％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する
建物に居住する者（②に該当する場合を除く）

②15％減算 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人
数が１月あたり50人以上の場合

③10％減算
上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者
（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり20
人以上の場合）

減算の内容 算定要件

①10％減算
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する
建物に居住する者（②及び④に該当する場合を除
く）

②15％減算 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人
数が１月あたり50人以上の場合

③10％減算
上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者
（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり20
人以上の場合）

④12%減算
（新設）

正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供
した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と
同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居
住する者（②に該当する場合を除く）に提供された
ものの占める割合が100分の90以上である場合
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現行(例)

④ 事業所と同一建物等に
居住する利用者49人

（49／54＝9割以上であるため）
⇒ 12%減算

改定後(例)

② 事業所と同一建物等に
居住する利用者50人

⇒ 15%減算

③ ①以外の同一の建物に
居住する利用者20人

⇒ 10%減算

⇒ 減算なし

集合住宅
利用者10人

利用者が54人の事業所の場合

① 事業所と同一建物等に
居住する利用者49人

⇒ 10%減算
①以外の同一の建物に

居住する利用者3人
⇒ 減算なし

⇒ 減算なし

減算の
内容 算定要件

10%減算 ①：事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居
住する者（②及び④に該当する場合を除く。）

15%減算 ②：事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に
居住する利用者の人数が１月あたり50人以上の場合

10％減算 ③：上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に
居住する利用者の人数が１月あたり20人以上の場合）

12％減算 ④：正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供した訪問
介護サービスの提供総数のうち，事業所と同一敷地内又は隣接す
る敷地内に所在する建物に居住する者（②に該当する場合を除
く）に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

見直しによる減算対象脚注： 現行の減算となるもの 減算とならないもの改定後に減算となるもの訪問介護事業所

利用者が90人の事業所の場合

利用者が54人の事業所の場合

住宅
利用者2人

住宅
利用者10人

４.（１）① 訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し②

事業所と同一建物等に居住する利用者が50人以上の場合

①以外の同一の建物に
居住する利用者3人

⇒ 減算なし

⇒ 減算なし

住宅
利用者2人
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総合事業における介護予防訪問介護相当
サービス 加算の変更点

以下の加算及び減算は訪問介護と同様に変更となる

◆ 口腔連携強化加算（資料 ２（１）⑮）

◆ 処遇改善加算関係（資料 ３（１）①）

◆ 同一建物減算（１２％減算）（資料 ４（１）①）

◆ 業務継続計画未実施減算（資料 １（５）④）

◆ 高齢者虐待防止措置未実施減算（資料 １（６）①）



基本報酬の見直し

概要
○ 改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえた

メリハリのある対応を行うことで、全体で＋１．５９％を確保。そのうち、介護職員の処遇改善分＋０．９８％、
その他の改定率として、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として＋０．６１％。

○ これを踏まえて、介護職員以外の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ＋０．６１％
の改定財源について、基本報酬に配分する。

【告示改正】

令和６年度介護報酬改定に関する「大臣折衝事項」（令和５年12月20日）（抄）

令和６年度介護報酬改定については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状
況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で＋1.59％（国費432億円）とする。具体的
には以下の点を踏まえた対応を行う。

・ 介護職員の処遇改善分として、上記＋1.59％のうち＋0.98％を措置する（介護職員の処遇改善分は令和６年６月
施行）。その上で、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、＋0.61％を措置
する。

・ このほか、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額によ
る介護施設の増収効果が見込まれ、これらを加えると、＋0.45％相当の改定となる。

・ 既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用
し、介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよ
う、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回の改定が、介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握す
る。

・ 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、上記の実態把握を通じた
処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程で検討する。
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訪問介護 基本報酬

単位数 ※以下の単位数はすべて１回あたり

＜現行＞ ＜改定後＞

身体介護 20分未満 167単位 163単位
20分以上30分未満 250単位 244単位
30分以上１時間未満 396単位 387単位
１時間以上１時間30分未満 579単位 567単位
以降30分を増すごとに算定 84単位 82単位

生活援助 20分以上45分未満 183単位 179単位
45分以上 225単位 220単位
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 67単位 65単位

通院等乗降介助 99単位 97単位

※訪問介護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整
備、一定の月額賃金配分等により、まずは14.5%から、経験技能のある職員等の配置による最大24.5％ま
で、取得できるように設定している。
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共通事項 

１.（５）④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入  

１.（６）① 高齢者虐待防止の推進 （居宅療養・用具販売除く） 

３.（２）① テレワークの取扱い  

３.（２）⑦ 人員配置基準における両立支援への配慮  

３.（３）① 管理者の責務及び兼務範囲の明確化  

３.（３）② いわゆるローカルルールについて  

５．① 「書面掲示」規制の見直し  

５．⑧ 地域区分 

令和６年度介護報酬改定の施行時期について（主な事項） 
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